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告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（

埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
六
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｇ
Ｅ
Ｎ
Ｋ
Ｉ
Ｄ
Ｓ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

柿
澤
倫
雄 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
東
大
宮
七
丁
目
八
番
地
一
四 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
保
育
が
必
要
と
さ
れ
又
は
保
育
を
希
望
す
る
児
童
の
豊
か
で
安
全
な
生
活
の

場
を
築
く
こ
と
に
よ
り
、
児
童
の
心
身
の
健
や
か
な
発
達
を
援
助
す
る
と
と
も
に
児
童
福
祉
の

振
興
を
図
り
、
も
っ
て
健
全
で
安
心
な
地
域
社
会
の
構
築
な
ら
び
に
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
二
十
九
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活
部
Ｎ

Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉

県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
九
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
本
太
学
童
ク
ラ
ブ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 

眞
田 

昭
博 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
本
太
二
丁
目
二
六
番
二
六
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
会
員
の
協
働
に
よ
る
運
営
の
も
と
、
年
齢
の
異
な
る
小
学
校
児
童
が
、
指
導

員
と
共
に
遊
び
や
文
化
活
動
な
ど
の
行
事
に
取
り
組
み
な
が
ら
生
活
の
自
主
的
規
律
を
通
し

て
豊
か
な
仲
間
集
団
を
育
み
、
子
ど
も
ら
し
い
活
き
活
き
と
し
た
放
課
後
及
び
学
校
休
業
日
を

過
ご
せ
る
環
境
を
創
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
三
十
号



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

        

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
三
十
一
号



１ 購入等件名及び数量 

   大気汚染常時監視システムサーバ機器等賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県環境部大気環境課大気監視担当 埼玉県さいたま市桜区上大久保639番

１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

   平成22年10月28日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

   東日本電信電話株式会社 東京都新宿区西新宿３丁目19番２号 

５ 契約金額 

   119,700,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

   随意契約 

７ 入札の公告を行った日 

   平成22年９月14日 

８ 随意契約とした理由 

   地方自治法施行令第167条の２第１項第８号に該当 

 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

Ｊ
Ｒ
川
越
駅
ビ
ル 

 
 

 

川
越
市
脇
田
本
町
一
―
八 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
成
城
石
井 

代
表
取
締
役 
大
久
保
恒
夫 

 
 

 
 

 
 

 
 

神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
北
幸
二
丁
目
九
番
三
十
号 

 

横
浜
西
口
加
藤
ビ
ル
五
階 

外 

計
五
社 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
成
城
石
井 

取
締
役
社
長 

原
昭
彦 

 
 

 
 

 
 

 
 

神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
北
幸
二
丁
目
九
番
三
十
号 

 

横
浜
西
口
加
藤
ビ
ル
五
階 

外 

計
六
社 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
八
月
二
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
三
十
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
四
月
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
四
月
七
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
三
十
二
号



告 
 

示 

  
貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
二
十
四
条
の
六
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
貸
金
業
者
の
登
録
を
取
り
消
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

商
号
又
は
名
称 

 
 

株
式
会
社
マ
ル
ヨ
シ 

二 

氏
名 

 
 

代
表
取
締
役 

柿
沼 

智
江 

三 

主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
南
浦
和
二
丁
目
二
八
番
五
号 

四 

登
録
番
号 

 
 

埼
玉
県
知
事
（
二
）
第
〇
三
七
八
六
号 

五 

登
録
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日 

六 

登
録
の
取
消
し
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
三
十
三
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
区
の
土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）

計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

名
称 

 
 

神
鳥
荻
島
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

羽
生
市 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
三
十
四
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

 

飯
能
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

 
 

 

二 

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

飯
能
都
市
計
画
区
域
の
区
域 

  

三 

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所 

 
 

 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
、
飯
能
市
建
設
部
都 

 
 

市
計
画
課 

  

四 

縦
覧
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日
ま
で 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
三
十
五
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

 

飯
能
都
市
計
画
住
宅
市
街
地
の
開
発
整
備
の
方
針 

 
 

 

二 

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

飯
能
都
市
計
画
区
域
の
区
域 

  

三 

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所 

 
 

 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
、
飯
能
市
建
設
部
都 

 
 

市
計
画
課 

  

四 

縦
覧
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日
ま
で 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
三
十
六
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

 

飯
能
都
市
計
画
用
途
地
域 

 
 

 

二 

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

飯
能
市
大
字
大
河
原
字
西
駒
坂
、
字
竹
ヶ
窪
、
字
岩
ノ
谷
、
字
清
水
入
及
び
字
龍
岸
下
の 

 
 

全
部
、
大
字
大
河
原
字
赤
根
ヶ
峠
、
字
大
谷
誥
、
字
丸
山
、
字
井
戸
入
、
字
東
駒
坂
、
字
金 

 
 

穴
、
字
前
谷
、
字
杉
ノ
谷
、
字
中
里
平
、
字
大
谷
口
、
字
殿
屋
敷
及
び
字
蜂
平
の
各
一
部
、 

 
 

大
字
小
岩
井
字
端
地
、
字
続
久
保
及
び
字
日
向
の
各
一
部
、
大
字
上
畑
字
穴
郷
の
一
部
、
大 

 
 

字
下
畑
字
穴
郷
、
字
穴
郷
御
殿
ヶ
入
及
び
字
釜
下
の
各
一
部 

  

三 

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所 

 
 

 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
、
飯
能
市
建
設
部
都 

 
 

市
計
画
課 

  

四 

縦
覧
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
三
十
七
号



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
五
十
一
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 

      



 

 

九 

号 

指

定 

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指
定
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
二
年
十
二

月
一
日 

指
定
の
年
月
日 

飯
能
市
大
字
川
寺
二
二
四
の
一
～
二
二
四
の
一 

  

指

定

道

路

の

位

置 

二
三
・
六
〇
メ
ー
ト
ル 

 

 
 
 
 
 
 
 

指
定
道
路
の
延
長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

一
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

 

 

指
定
道
路
の
幅
員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
五
十
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
日 

 
 

指
令
川
建
セ 

第
二
二
〇
〇
五
三
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日 

 
 

第
二
二
〇
一
〇
二
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

比
企
郡
嵐
山
町
大
字
吉
田
字
小
在
池
一
二
三
九
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

比
企
郡
嵐
山
町
大
字
古
里
五
七
一
番
地 

 
 

郡
司
隆
宏 

            



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
五
十
三
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日 

 
 

指
令
川
建
セ 

第
二
二
〇
〇
七
四
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日 

 
 

第
二
二
〇
一
〇
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

入
間
郡
毛
呂
山
町
岩
井
西
二
丁
目
二
九
番
九
、
二
九
番
一
〇
、
二
九
番
一
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
西
大
久
保
一
〇
〇
番
地
二 

 
 

峯
岸 

章 

            



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
八
十
五
号 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ

れ
た
平
成
二
十
一
年
八
月
三
十
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
候
補
者
小
宮
山
泰

子
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
に
関
し
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
九
日
に
出
納
責
任

者
有
本
和
雄
か
ら
訂
正
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
四
日
付
け

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
六
十
七
号
に
よ
り
公
表
し
た
要
旨
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日 

                     
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

加 

藤 
 

 

憲 

  

ペ
ー
ジ 

 

段 
 

 

行 

 

十
九 

 

二 
 

 

二
十
八
行
目
を
削
除
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

二
十
九
行
目
の
次
に
次
の
一
行
を
加
え
る
。 

  

そ
の

他
の

収
入

 
 

 
 

2,119,423
円
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